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市町村別の標準保険料の試算結果について 

 
平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ８ 日 
千葉県健康福祉部保険指導課 
Ｔ Ｅ Ｌ ． 043-223-2579 

 
 ３０年度からの国保広域化に向けて、国からの公費拡充分の一部（全国約 1,700 億

円のうち約 1,200 億円）と国特別調整交付金の一部について、各都道府県への配分額

が国から示されたことを受け、国の示す一定の条件下で３０年度の予算編成や保険料

の急激な上昇を抑制させる激変緩和措置について市町村と協議するため、国通知に基

づき平成２９年度予算による標準保険料の試算を行った。 

 

１ （県平均）試算結果 

県平均一人当たり標準保険料 

   平成２７年度保険料     １０４，９６７円 

   平成２９年度試算保険料   １０３，９５５円 

                 （▲１，０１２円、▲１．０％） 

 

※ 一人当たり標準保険料は、法定外繰入による保険料引下げや保険料の軽減措置等の要因が 

ないと仮定した理論値である。また、国から試算方法の提示があり、過年度精算分等の補正を

行うとともに、本来集めるべき保険料総額を、医療分の被保険者総数で割った額としている。 
※ 試算のための配分額として、全国約 1,200億円のうち、本県には 68 億円 が示された。 

※ ３０年度の標準保険料の算定に当たっては、公費拡充分の残りの配分額（全国約400～500

億円）や年度変更に伴う医療費の増加等により、今後も変動することが予想される。 

【参 考】 

費  目 
千葉県への 

試算上の配分額 
一人当たり公費拡充額 

国普通調整交付金 ２０億円 ▲１，３１０円 

国特別調整交付金（県分） ７億円 ▲４８０円 

保険者努力支援制度交付金（県分） １０億円 ▲６５０円 

保険者努力支援制度交付金（市町村分） １８億円 ▲１，１７０円 

暫定措置（激変緩和措置分） １３億円 ▲８５０円 

合  計 ６８億円 ▲４，４６０円 
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２ 市町村別の試算結果 
（１）１６団体で増加、３８団体で減少。 
（２）最も保険料（税）が上がる団体は、 
   金額ベースにおける最高は、 四街道市  ＋１８，９１０円 
            ２番は、 浦安市   ＋ ９，３８２円 
            ３番は、 船橋市   ＋ ８，２９６円 
   割合ベースにおける最大は、 四街道市    ＋１９．８％ 
            ２番は、 船橋市     ＋ ７．８％ 
            ３番は、 浦安市     ＋ ７．６％ 
（３）最も保険料（税）が下がる団体は、 
   金額ベースにおける最低は、 御宿町   ▲３３，７９１円 
            ２番は、 芝山町   ▲２７，２９４円 
            ３番は、 東庄町   ▲２５，９５９円 
   割合ベースにおける最小は、 御宿町     ▲３１．５％ 
            ２番は、 鋸南町     ▲２５．６％ 
            ３番は、 東庄町・芝山町 ▲２１．３％ 
（４）内訳 
保険料税が増加する団体 １６団体 団体名 
 ＋１万円～  １団体 四街道市 

＋５千～１万円  ９団体 
船橋市、木更津市、松戸市、佐倉市、八千代市、

我孫子市、君津市、浦安市、酒々井町 

＋０～５千円  ６団体 
東金市、習志野市、流山市、鎌ケ谷市、白井市、

袖ケ浦市 
保険料税が減少する団体 ３８団体  
 

▲０～５千円 １３団体 

千葉市、市川市、館山市、野田市、香取市、

茂原市、柏市、鴨川市、八街市、栄町、睦沢

町、長柄町、神崎町 

▲５千～１万円  ９団体 
匝瑳市、市原市、富津市、印西市、一宮町、

長生村、九十九里町、大多喜町、南房総市 

▲１万～２万円 １０団体 
銚子市、成田市、旭市、勝浦市、富里市、白

子町、多古町、いすみ市、山武市、横芝光町 

▲２万円～  ６団体 
長南町、大網白里市、芝山町、東庄町、御宿

町、鋸南町 
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３ 激変緩和措置について 

 ・保険料の急激な負担増とならないよう、激変緩和措置に３つの財源を活用して、

増加を一定割合以下に抑える。 
     ※ 一定割合を設けて激変緩和措置を講じることは、国保運営協議会及び市町村の了承を

得ている。 

     ※ 一定割合は、国のガイドラインにより「自然増＋α」とし、αは１年当たり２～0.5％

とされている。 

  【一人当たりの内訳】 
   カッコ内は、第３回試算としての総額。 
  ・国の暫定措置（追加激変緩和）  ▲  ８５０円（約１３億円） 

  ・県繰入金（２％）        ▲４，３２０円（約６６億円） 

  ・特例基金からの繰出金      ▲  ３３０円（  ５億円）  

                計 約▲５，５００円（約８４億円） 

 

 ・激変緩和措置を講じるため、既に配分済みの財源を各市町村から引き上げて、 

  再配分した。 

 ・激変緩和の必要額を超えた分（余剰分）は、前期高齢者数に応じて按分した。 
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４ 市町村別の試算結果（Ａパターン） 

  一定割合を、自然増＋「１年当たりの割合α＝２％」で設定し、保険料の急激な

上昇を抑制。 

※ 「Ａパターン」は平成２７年度から平成２９年度の自然増(県平均の保険料伸び率)▲1.0%

に１年当たり２%×２年分＝4.04%を加え、一定割合を 3.04%と設定。 
（１）２７団体で増加、２７団体で減少。 
（２）最も保険料（税）が上がる団体は、 
   金額ベースにおける最高は、 浦安市   ＋２，３３２円 
            ２番は、 松戸市   ＋１，７５２円 
            ３番は、 船橋市   ＋１，６０６円 
   割合ベースにおける最大は、 浦安市     ＋１．９％ 
            ２番は、 松戸市     ＋１．６％ 
            ３番は、 船橋市・東金市 ＋１．５％ 
（３）最も保険料（税）が下がる団体は、 
   金額ベースにおける最低は、 御宿町  ▲３０，３４７円 
            ２番は、 芝山町  ▲２３，２１７円 
            ３番は、 東庄町  ▲２２，１４３円 
   割合ベースにおける最小は、 御宿町    ▲２８．３％ 
            ２番は、 鋸南町    ▲２２．０％ 
            ３番は、 東庄町    ▲１８．２％ 
  ※ 激変緩和の必要総額（５９億円）に対し約２５億円余ったため、全市町村に按分した。 

保険料税が増加する団体 ２７団体 団体名 
 ＋２千円～  １団体 浦安市 

＋１千～２千円 １９団体 

船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉
市、東金市、習志野市、柏市、流山市、八千
代市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、四街道
市、酒々井町、白井市、栄町、神崎町、袖ケ
浦市 

＋０～１千円  ７団体 千葉市、市川市、館山市、茂原市、鴨川市、
八街市、睦沢町 

保険料税が減少する団体 ２７団体  
 

▲０～５千円 ８団体 香取市、富津市、印西市、一宮町、長生村、
長柄町、九十九里町、南房総市 

▲５千～１万円  ７団体 銚子市、成田市、匝瑳市、勝浦市、市原市、
大多喜町、横芝光町 

▲１万～２万円 ８団体 旭市、富里市、白子町、長南町、大網白里
市、多古町、いすみ市、山武市 

▲２万円～  ４団体 芝山町、東庄町、御宿町、鋸南町 
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５ 市町村別の試算結果（Ｂパターン） 

  一定割合を、自然増＋「１年当たりの割合α＝１％」で設定し、保険料の急激な

上昇を更に抑制。 
※ 「Ｂパターン」は平成２７年度から平成２９年度の自然増(県平均の保険料伸び率)▲1.0%

に１年当たり１%×２年分＝2.01%を加え、一定割合を 1.01％と設定。 
（１）２９団体で増加、２５団体で減少。 
（２）最も保険料（税）が上がる団体は、 
   金額ベースにおける最高は、 浦安市   ＋９７２円 
            ２番は、 市川市   ＋８６９円 
            ３番は、 松戸市   ＋７９５円 
   割合ベースにおける最大は、 浦安市・市川市   ＋０．８％ 
            ３番は、 松戸市他１７団体  ＋０．７％ 
（３）最も保険料（税）が下がる団体は、 
   金額ベースにおける最低は、 御宿町  ▲２８，６８５円 
            ２番は、 芝山町  ▲２２，０６７円 
            ３番は、 東庄町  ▲２０，７８２円 
   割合ベースにおける最小は、 御宿町    ▲２６．７％ 
            ２番は、 鋸南町    ▲２０．４％ 
            ３番は、 芝山町    ▲１７．２％ 
※ 激変緩和の必要総額（７９億円）に対し約５億円余ったため、全市町村に按分した。 
 

保険料税が増加する団体 ２９団体 団体名 
 

＋１千円～  ０団体 なし 

＋１千円～０円 ２９団体 

千葉市、市川市、船橋市、館山市、木更津
市、松戸市、野田市、香取市、茂原市、佐倉
市、東金市、習志野市、柏市、流山市、八千
代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津
市、浦安市、四街道市、酒々井町、八街市、
白井市、栄町、睦沢町、長柄町、神崎町、袖
ケ浦市 

保険料税が減少する団体 ２５団体  
 

▲０～５千円 ９団体 匝瑳市、市原市、富津市、印西市、一宮町、
長生村、九十九里町、大多喜町、南房総市 

▲５千～１万円  ６団体 銚子市、成田市、勝浦市、富里市、山武市、
横芝光町 

▲１万～２万円 ７団体 旭市、白子町、長南町、大網白里市、多古
町、鋸南町、いすみ市 

▲２万円～  ３団体 芝山町、東庄町、御宿町 
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６ 市町村別の試算結果（Ｃパターン） 

  一定割合を、自然増＋「１年当たりの割合α＝０．５％」で設定し、保険料の急

激な上昇を更に抑制。 
※ 「Ｃパターン」は平成２７年度から平成２９年度の自然増(県平均の保険料伸び率)▲1.0%

に１年当たり0.5%×２年分＝1.0%を加え、一定割合を 0.0％と設定。 
（１）３０団体で増加、２４団体で減少。 
（２）最も保険料（税）が上がる団体は、 
   金額ベースにおける最高は、 四街道市  ＋２，１１０円 
            ２番は、 浦安市   ＋１，２８８円 
            ３番は、 船橋市   ＋１，１９４円 
   割合ベースにおける最大は、 四街道市     ＋２．２％ 
            ２番は、 船橋市・酒々井町 ＋１．１％ 
（３）最も保険料（税）が下がる団体は、 
   金額ベースにおける最低は、 御宿町  ▲２８，２９２円 
            ２番は、 芝山町  ▲２１，７９５円 
            ３番は、 東庄町  ▲２０，４６０円 
   割合ベースにおける最小は、 御宿町    ▲２６．４％ 
            ２番は、 鋸南町    ▲２０．０％ 
            ３番は、 芝山町    ▲１７．０％ 
   ※ 激変緩和の必要総額（９２億円）に対し約８億円不足しているため、 

     一定割合の設定まで下がっていない。 

 

保険料税が増加する団体 ３０団体 団体名 
 ＋２千円～  １団体 四街道市 

＋２千～１千円  ６団体 船橋市、木更津市、我孫子市、君津市、浦安
市、酒々井町 

＋１千円～０円 ２３団体 

千葉市、市川市、館山市、松戸市、野田市、
香取市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野
市、柏市、流山市、八千代市、鴨川市、鎌ケ
谷市、八街市、白井市、栄町、睦沢町、長柄
町、神崎町、袖ケ浦市、南房総市 

保険料税が減少する団体 ２４団体  
 

▲０～５千円 ９団体 
匝瑳市、市原市、富津市、印西市、一宮町、
長生村、九十九里町、大多喜町、横芝光町 

▲５千～１万円  ６団体 銚子市、成田市、勝浦市、富里市、多古町、
山武市 

▲１万～２万円 ６団体 旭市、白子町、長南町、大網白里市、鋸南
町、いすみ市 

▲２万円～  ３団体 芝山町、東庄町、御宿町 
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７ 今後の予定 

 市町村ごとの標準保険料の増加・減少要因を分析し、激変緩和措置について、  

引き続き市町村と検討していく。 
 平成 29年 10 月 30 年度標準保険料の算定のため、国から仮係数の提示。 

 平成 29年 11 月 仮係数による、国民健康保険事業費納付金・標準保険料率等     

を算定。 

 平成 29年 12 月 30 年度標準保険料の算定のため、国から確定係数の提示。 

 平成 30年 1月 確定係数による、国民健康保険事業費納付金・標準保険料率等 

を算定。 

 平成 30年 3月 30 年度の所得係数等の告示 

 


